
2021
vol.426

保証だより
TOCHIGI   GUARANTEE 第426号　令和3年4月発行　編集発行　栃木県信用保証協会

4

第51回下野教育美術展（小学校・中学校の部）　大賞「お気に入りの場所」
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　当協会を取り巻く環境の変化や、直面している様々な課題に適切かつ柔軟に対応するとともに、機能的かつ効率的な
業務運営を行うため、4月1日付で次のとおり組織体制の変更を実施しました。

令和3年度の組織改編について

※組織図は12～13ページをご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている中小企業・小規模事業者のみなさまへの早期の事業者支援を展開
するため、経営アシスト室を新設しました。

■経営アシスト室の新設

　業務全般のデジタル化を推進するため、デジタル推進班を総務部に新設しました。
■デジタル推進班の新設

　創業支援業務を経営支援部 企業支援課から保証部 保証一課・保証二課に移管します。
■創業支援業務の移管

　期中管理課を調整課に名称変更します。
■調整課への名称変更

　新型コロナウイルス感染症関連保証に対応するため令和2年6月に設置した緊急保証支援室を廃止します。
■緊急保証支援室の廃止

変　更　前
総務部
総務課
企画課（企画係・情報管理係）
－

経営支援部
企業支援課
期中管理課

－
緊急保証支援室

変　更　後
総務部
総務課
企画課
デジタル推進班

経営支援部
企業支援課
調整課

経営アシスト室
－

➡
　令和3年度の保証担当エリアは次のとおりです。今年度も金融機関をはじめとした関係機関のみなさまと連携し、中
小企業・小規模事業者のみなさまの資金繰り支援に積極的に取り組んでまいります。

担　当　エ　リ　ア担　当　課
宇都宮市、鹿沼市、日光市、真岡市、益子町保 証 一 課

本　

所
栃木市、小山市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、茂木町、
市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町保 証 二 課

足利市、佐野市足利支所業務課

【保証業務担当地区一覧】

保証担当エリアのご案内
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　このたび足利市における大規模火災による被害を受けられたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。
　当協会では、足利市における大規模火災による被害を受けられた中小企業・小規模事業者のみなさまからのご相談を
お受けするため、令和3年2月25日付で「令和3年栃木県足利市における大規模火災による災害に関する特別相談窓
口」を次のとおり設置しました。

足利市における大規模火災への対応について

令和3年栃木県足利市における大規模火災による災害に関する特別相談窓口
足利支所　TEL:0284-70-6339
本　　所　TEL:028-635-2195相 談 窓 口

平日午前9時から午後5時受 付 時 間

1．「令和3年栃木県足利市における大規模火災による災害に関する特別相談窓口」の設置

　足利市における大規模火災の影響を受ける中小企業・小規模事業者のみなさまの喫緊の資金繰りを支援することを目
的として、「令和3年栃木県足利市における大規模火災による災害」を「緊急災害短期保証制度」に関する自然災害等に指
定し、令和3年2月25日から取扱いを開始しています。

2．「緊急災害短期保証制度」の取扱開始

緊急災害短期保証制度の概要
令和3年栃木県足利市における大規模火災指 定 災 害

県内に事業所を有しており、当協会が指定した自然災害等により直接的、間接的に被害を受け、事業
継続に支障をきたしている方

ご 利 用
いただける方

直近決算書（確定申告）の平均月商または1,000万円のいずれか小さい額保 証 限 度 額
運転資金（ただし、借換資金は除きます。）対 象 資 金
対象（ただし、小口零細企業保証を併用する場合は対象外となります。）責任共有制度
1年以内　※分割返済の場合、据置期間6か月以内保 証 期 間
一括返済、分割返済返 済 方 法
証書貸付、手形貸付貸 付 形 式

【責任共有制度対象 】0.36％～1.52％（基準保証料率から20％割り引き）
【責任共有制度対象外】0.40％～1.76％（基準保証料率から20％割り引き）保 証 料 率

「緊急災害短期保証制度」利用確認書（金融機関作成書類）添 付 書 類
令和3年2月25日から令和3年6月30日（保証申込受付分）まで取 扱 期 間

足利市指 定 地 域
令和3年2月23日から令和3年6月3日まで指 定 期 間

　経済産業省は、令和3年栃木県足利市における大規模火災による災害の影響を受けている中小企業・小規模事業者の
みなさまへの資金繰り支援措置として、「セーフティネット保証4号」の対象となる地域を指定しました。この措置により、
当該地域において売上高等が減少しており、市町村長の認定を受けた中小企業・小規模事業者のみなさまについては、
一般保証とは別枠の保証の利用が可能となりました。

「セーフティネット保証4号」に係る指定について
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伴走支援型特別保証制度の概要

次の⑴から⑶のいずれかの認定を受け、経営行動に係る計画を策定した方
⑴新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号
⑵セーフティネット保証5号（売上高等減少率が15％以上のものに限ります。）
⑶新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証

ご 利 用
い た だ け る 方

4,000万円保 証 限 度 額

経営の安定に必要な資金（運転資金、設備資金、借換資金）対 象 資 金

【対　象】セーフティネット保証5号
【対象外】セーフティネット保証4号、危機関連保証責 任 共 有 制 度

一括返済　 1年以内
分割返済　10年以内　（据置期間5年以内）保 証 期 間

一括返済、分割返済返 済 方 法

証書貸付、手貸貸付貸 付 形 式

原則として法人代表者のみ　（経営者保証免除対応適用時は不要）保 証 人

必要に応じて担 保

金融機関所定利率貸 付 利 率

0.85％（経営者保証免除対応適用時　1.05％）
・いずれの場合も国からの保証料補助があり、実質負担は0.2％です。
・条件変更保証料は保証料補助の対象外となります。

保 証 料 率 ・
保 証 料 補 助

5事業年度にわたり必要（電子データでの報告に限ります。）モ ニ タ リ ン グ

・セーフティネット保証4号、5号または危機関連保証の認定書
・経営行動計画書
・経営者保証免除対応確認書（経営者保証免除対応を適用する方）

提 出 書 類

令和3年4月1日から令和4年3月31日（保証申込受付分）まで取 扱 期 間

「伴走支援型特別保証制度」の創設について
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、継続的な伴走支援により早期の経営改
善を後押しすることを目的とした「伴走支援型特別保証制度」を創設し、4月1日から取扱いを開始しましたので、ぜひご
活用ください。

経営者保証免除対応について
次の①及び②の要件を満たす場合、保証料率を0.2％上乗せすることで経営者保証を免除することができます。
①直近の決算が資産超過であること。
②法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資
金のやりとり（役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等）について、社会通念上適切な範囲を超えていない。
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事業再生計画実施関連保証（感染症対応型）の概要

債権者間の合意が取れている計画をもとに、事業の再生に取り組む方ご 利 用
い た だ け る 方

2億8,000万円【別枠】保 証 限 度 額

事業再生計画の実施に必要な資金（運転資金、設備資金、借換資金）対 象 資 金

対象
ただし、借換資金で、既往借入金（借換元）が次の①または②のいずれかに該当する場合は対象外
（既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限ります。）
①責任共有制度対象外となる保証
②セーフティネット保証5号のうち、新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間内
に保証申込から融資実行までされたもの

責 任 共 有 制 度

一括返済　 1年以内
分割返済　15年以内　（据置期間5年以内）保 証 期 間

一括返済、分割返済返 済 方 法

証書貸付、手貸貸付貸 付 形 式

原則として法人代表者のみ　（経営者保証免除対応適用時は不要）保 証 人

必要に応じて担 保

金融機関所定利率貸 付 利 率

【責任共有制度対象 】0.8％（経営者保証免除対応適用時　1.0％）
【責任共有制度対象外】1.0％（経営者保証免除対応適用時　1.2％）
・いずれの場合も国のから保証料補助があり、実質負担は0.2％です。
・条件変更保証料は保証料補助の対象外となります。

保 証 料 率 ・
保 証 料 補 助

原則として3事業年度にわたり必要モ ニ タ リ ン グ

・債権者間の合意が取れている計画
・経営者保証免除対応確認書（経営者保証免除対応を適用する方）提 出 書 類

令和3年4月1日から令和4年3月31日（保証申込受付分）まで取 扱 期 間

「事業再生計画実施関連保証（感染症対応型）」の創設について
　新型コロナウイルス感染症の影響等を受けて業績が悪化している中小企業・小規模事業者のみなさまの早期の事業
再生に向けた取り組みを後押しするため「事業再生計画実施関連保証（感染症対応型）」を創設し、4月1日から取扱いを
開始しましたので、ぜひご活用ください。

経営者保証免除対応について
次の①及び②の要件を満たす場合、保証料率を0.2％上乗せすることで経営者保証を免除することができます。
①直近の決算が資産超過であること。
②法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資
金のやりとり（役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等）について、社会通念上適切な範囲を超えていない。
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　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者のみなさまを対象とした次の保証制度を取り扱っ
ています。

新型コロナウイルス感染症に関する保証制度について

危機関連保証セーフティネット保証5号
（SN保証5号）

セーフティネット保証4号
（SN保証4号）

2億8,000万円
【別枠（SN保証とは更に別枠）】

2億8,000万円
【別枠（SN保証4号と同枠）】

2億8,000万円
【別枠（SN保証5号と同枠）】保 証 限 度 額

対象外対象対象外責 任 共 有 制 度

経営の安定に必要な資金
（運転資金・設備資金・借換資金）

経営の安定に必要な資金
（運転資金・設備資金・借換資金）

経営の安定に必要な資金
（運転資金・設備資金・借換資金）対 象 資 金

10年以内
（据置期間2年以内）

運転資金　10年以内
設備資金　20年以内
（据置期間1年以内）

運転資金　10年以内
設備資金　20年以内
（据置期間1年以内）

保 証 期 間

0.80％0.70％0.80％保 証 料 率
必要不要不要モニタリング報告

令和3年6月30日（融資実行分）まで令和3年6月30日（認定申請分）まで令和3年6月1日（認定申請分）まで指 定 期 間

1．全国共通の保証制度

※指定期間や指定業種などの最新情報は当協会ホームページでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策融資
伴走支援型貸付一般貸付

次のいずれかの認定を受け、経営行動に係る計
画を策定した方
⑴セーフティネット保証4号
⑵セーフティネット保証5号（売上高等減少率
15％以上の場合に限ります。）
⑶危機関連保証

原則として県内に1年以上事業所を有し、かつ
当該融資に係る事業と同一の事業実績を1年以
上有する方で、新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて、最近1か月の売上高等が前年同月
（または2年前同月）に比して3％以上減少して
おり、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高
等が3％以上減少する見込みの方

ご 利 用
い た だ け る 方

運転資金、設備資金、借換資金
ただし、借換資金は保証付県制度融資に限ります。運転資金資 金 使 途

4,000万円4,000万円融 資 限 度 額
10年以内（据置期間5年以内）1年超10年以内（据置期間1年以内）融 資 期 間

【責任共有制度対象 】　1.4％以内
【責任共有制度対象外】　1.2％以内

【責任共有制度対象 】　1.4％以内
【責任共有制度対象外】　1.2％以内融 資 利 率

0.85％

セーフティネット保証を併用しない場合
0.45％～1.40％
セーフティネット保証または危機関連保証を併用する場合
0.80％（セーフティネット保証5号は0.70％）

保 証 料 率

2．栃木県制度融資

　県内の市・町においても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象とした制度融資
が用意されております。保証限度額や保証期間等の保証条件は各自治体により異なりますので、各自治体のホームペー
ジ等でご確認ください。

3．市町村制度融資
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　当協会独自の保証制度等について、令和3年4月1日（保証申込受付分）から次のとおり変更しました。

当協会独自の保証制度等の変更について

1．健康・働き方応援保証“はつらつ”、「企業発達応援型」社債保証の要件追加
ご利用いただける方（下線部が追加要件）

次のいずれかの認定を取得した方
⑴「健康経営優良法人認定制度」に基づく認定
⑵「くるみん」または「プラチナくるみん」
⑶「えるぼし」または「プラチナえるぼし」
⑷「ユースエール」
⑸「安全衛生優良企業」
⑹「男女生き活き企業」
⑺「とちぎ健康経営事業所認定制度」に基づく認定
⑻「障害者雇用優良中小企業主」

2．保証制度等に係る取扱期限の延長・撤廃
取扱期限の延長取扱期限の撤廃

・創業等連携サポート制度
・設備投資促進保証料率割引制度（設備割）
・事業承継促進保証料率割引制度（事業承継割）

取扱期限：令和4年3月31日まで

・小口カードローン根保証「クレシェンド」
・金融機関連携型継続支援保証“アンサンブル”
・会計力向上応援保証
・健康・働き方応援保証“はつらつ”
・「企業発達応援型」社債保証
・寄贈型SDGs特定社債保証「とちぎ地域貢献応援債」

　令和3年4月1日から足利銀行との間で電子保証書交付サービスの取扱いを開始しました。
　電子保証書交付サービスとは、信用保証書の交付を認証付電子保証書で交付するサービスで、本サービスを利用す
ることにより中小企業・小規模事業者へのより迅速な融資実行が期待できます。本サービスは、セイコーソリューション
ズ株式会社の「かんたん電子契約サービス」を利用しており、保証決定後、金融機関は信用保証書を即時にインターネッ
ト経由で取得することが可能になります。
　本サービスの取扱いを開始するには、金融機関と当協会との間でで発行手続き等に関する覚書の締結が必要となり
ますので、詳細についてはデジタル推進班（TEL:028-610-0075）までお問い合わせください。

電子保証書交付サービスの取扱開始について
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保証申込手続きの変更について
　信用保証の利便性向上のため、令和3年4月1日から次のとおり申込書式を改定し、保証申込手続きを変更します。

1．信用保証委託申込書
　書式の改定により、令和3年4月1日（保証申込受付分）から
申込人の押印が不要となります。また、申込人への確認を前
提として、金融機関保有データの転載や記入代行など金融機
関が作成を補助することが可能となります。

・押印必要
・申込人が記載変更前

・押印廃止
・金融機関が作成を補助することが可能変更後

押印廃止

押印廃止

口座名義の記入欄を追加

申込人の押印廃止に伴い、
「確認状況記載欄」を追加

2．信用保証依頼書
　書式の改定により、令和3年4月1日（保証申込受付分）から
金融機関の押印が不要となります。また、1．信用保証委託
申込書の押印を廃止したことに伴い、申込書の内容を申込人
が理解し、申込意思に基づいて正しく記載されていることを
金融機関が確認済みである旨を明示する「確認状況記載欄」を
新設しました。
　なお、保証料返戻預金口座については、口座番号に加えて
口座名義もご記入ください。

・押印必要
・口座番号のみを記入変更前

・押印廃止
・口座番号と口座名義を記入
・申込意思や申込書の内容について申込人に確
認済みである旨を「確認状況記載欄」に記入

変更後
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3．個人情報の取扱いに関する同意書
　書式を将来にわたって同意をいただく包括同意形式に改定
したことにより、新書式を一度ご提出いただければ、再度のご
提出は不要となります。
　また、新書式を提出した金融機関以外からの申込みであっ
ても、ご提出は不要です。
※令和3年4月1日（保証申込受付分）から運用を開始します。

・保証申込の都度、毎回提出
・1保証につき1同意書変更前

・令和3年4月1日以降は初回保証申込時のみ提出変更後

包括同意に変更

信用保証委託契約成立日を
「借入日」に変更

4．信用保証委託契約書
　令和3年7月1日（保証申込受付分）から本契約書の徴求時
期を金銭消費貸借契約書等の締結時期に変更します。
　この変更に先行して、信用保証委託契約の成立を「借入日」
とする書式改定を行いました。
　ただし、「特定社債保証」における「保証委託ならびに共同保
証契約書」の徴求時期については変更しません。

・保証承諾時に信用保証委託契約が成立変更前

・借入日に信用保証委託契約が成立変更後
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　3月4日に、栃木県立県央産業技術専門校において建築
設備科の学生向けに「『起業』という選択肢」をテーマに出張
教室を行いました。
　学生はすでに県内外の企業への就職が内定していますが、
今後の選択肢の1つとして「起業」に興味を持ってもらえる
よう、地域における中小企業の重要性や起業する際のポイ
ント等について、創業事例等をもとに説明しました。
　今後も、このような活動を通じて、多くの方に起業への興
味・関心を持っていただけるよう努めてまいります。

県央産業技術専門校において出張教室を行いました

「金融機関との事務連絡会議」を開催しました
　3月5日に、金融機関の本部の保証協会付融資担当者を招
き、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置を講じたうえ
で「金融機関との事務連絡会議」を開催しました。
　会議では、申込関係書式変更及び事務手続きの見直しに
伴う対応や保証制度の創設等について説明を行いました。

「経営者・後継者のためのオンライン勉強会」を開催しました
　3月10日に、「未来に向かって！!〜コロナ禍を乗り切るヒ
ント〜」と題し、「経営者・後継者のためのオンライン勉強会」
を開催しました。
　本勉強会は、コロナ禍で奮闘する等身大の経営者の話や、
専門家・他の参加者との意見交換を通じ、参加者それぞれが
抱えている悩みや不安を共有することで、今を乗り切るヒン
トを掴み、事業存続の活力を得ることを目的としています。
　第1部では、理美容室、フォトスタジオ等を経営する総美
有限会社 代表取締役社長 郡司 成江氏、おしぼり、タオル
リネン等のレンタル業を経営する株式会社三協 代表取締役
社長 添田 泰弘氏の2名の講師が自社の経営改善や事業承
継の取組について紹介し、加えて、アドバイザーとして株式会社サクシード 代表取締役 水沼 啓幸氏にもご参加いただ
き、専門家の立場から2社の取組について意見を伺いました。
　第2部では、グループに分かれて情報交換や意見交換を行い、様々な業種間で話題も多岐に渡り、大いに盛り上がりま
した。
　今後も、地域経済の活性化に向け、経営支援・事業承継支援に積極的に取り組んでまいります。



11

リーフレットを作成しました
　次の保証制度等に関するリーフレットを作成しました。各種リーフレットをご入用の方は企画課（TEL.028-635-
2121）までご連絡ください。

金融機関連携型継続支援保証
“アンサンブル”

健康・働き方応援保証
“はつらつ”

会計力向上応援保証 ハーモニーサポート保証 設備割

事業承継割
経営者保証を不要とする
運用・制度のご案内

創業等連携サポート制度

社債保証のご案内
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令和3年2月の保証動向

当年度累計当　月　中
前年比金　額前年比件　数前年比金　額前年比件　数

344.3423,255221.429,129369.833,412200.22,068保 証 申 込

339.8400,099220.828,246328.228,667179.91,848保 証 承 諾

179.1549,035121.857,691－－－－保 証 債 務 残 高

98.363,29398.17,42775.43,65585.5436条 件 変 更

72.33,52162.942235.518167.333事 故 報 告

104.24,26563.6439146.634851.124代 位 弁 済（ 元 利 ）

（単位：件、百万円、％）

　件数1,848件(前年比179.9％)、金額286億67百万円(同328.2％)と、新型コロナウイルス感染症に関連した制度
の利用が増加したことで、件数・金額ともに前年を大幅に上回りました。制度別では県制度の金額が前年比2,609.1％、
一般保証の金額が前年比112.0％と前年を上回りました。業種別では、飲食店の金額が前年比559.4％となったことを
はじめ、主要業種の全てにおいて前年を上回りました。

■　保証承諾

（単位：百万円）
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0
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54,45854,458

37,89937,899
33,16733,167
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23,58923,589 25,48025,480

13,83013,830
10,29310,293 12,01712,017 10,44310,443

11,24411,244 12,26512,265
14,91714,917

8,1078,107
8,0498,049

8,7348,734
10,24010,240

15,12715,127

20,96120,961

28,66728,667

平成30年度（金額）
令和元年度（金額）
令和 2 年度（金額）

当年度累計当　月　中

前年比構成比金　額件　数前年比構成比金　額件　数

105.38.935,6862,489112.011.93,404240一 般 保 証

434.491.1364,41325,757443.788.125,2631,608制 度 保 証

71.09.638,4052,37678.69.32,669174協 会 制 度

2,923.471.5286,20117,8062,609.176.421,8911,299県 制 度

199.49.939,8065,57548.12.5703135市 町 村 制 度

339.8100.0400,09928,246328.2100.028,6671,848合 計

【制度別】

【業種別】

（単位：件、百万円、％）

（単位：件、百万円、％）

当年度累計当　月　中

前年比構成比金　額件　数前年比構成比金　額件　数

273.625.4101,5407,286290.627.17,764495建 設 業

369.921.284,8115,250372.519.15,472332製 造 業

452.716.766,8255,010356.315.24,358311サ ー ビ ス 業

307.65.019,9601,070283.76.51,86389運 送 業

309.111.244,9682,622368.311.03,150175卸 売 業

323.011.345,2813,549304.512.63,620241小 売 業

637.44.718,6582,195559.44.01,151125飲 食 店

363.44.518,0571,264278.64.51,29080そ の 他

339.8100.0400,09928,246328.2100.028,6671,848合 計
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■　保証債務残高

（単位：億円）
6,000

5,500

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3,2393,239

4,1384,138

4,5514,551
4,8204,820

5,0195,019
5,1405,140 5,2355,235

5,3615,361 5,4155,415 5,4905,490

3,5863,586

3,2293,229
3,0743,074 3,0563,056 3,0553,055 3,0623,062 3,0603,060 3,0663,066 3,0573,057 3,0603,060 3,0803,080 3,0723,072 3,0663,066

3,2003,200 3,1793,179 3,1613,161 3,1473,147 3,1663,166 3,1503,150 3,1363,136 3,1383,138 3,1043,104 3,0933,093

3,1013,101

3,1213,121

平成30年度（金額）
令和元年度（金額）
令和 2 年度（金額）

　件数436件(前年比85.5％)、金額36億55百万円(同75.4％)と、件数・金額ともに前年を下回りました。
■　期間及び返済方法に係る条件変更

　件数57,691件(前年比121.8％)、金額5,490億35百万円(同179.1％)となりました。

　利用企業数は24,245企業となり、県内中小企業者数60,058企業(中小企業白書2020年版 付属統計資料)に占め
る利用度は40.4％となりました。

■　利用企業数

利用度利用企業数県内中小企業者数
33.421,19263,516平 成 31年 3月 末
33.620,17060,058令 和 2年 3月 末
40.424,24560,058令 和 3年 2月 末

（単位：％）

当年度累計当　月　中

前年比構成比金　額件　数前年比構成比金　額件　数

100.156.035,4644,70792.565.62,396295期 間 延 長

94.242.126,6342,58758.233.61,227139終 期 不 変

175.11.91,19513322.20.9332期 間 短 縮

98.3100.063,2937,42775.4100.03,655436合 計

（単位：件、百万円、％）

各種統計については、当協会ホームページの「統計情報」でご確認ください。
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（単位：千円）

令和3年2月保証承諾ベスト30

金　　額
店　舗金　融　機　関順位

当年度累計当　月　中

5,476,924715,000宇 都 宮 支 店群 馬 銀 行1

6,130,600710,100本 店 営 業 部栃 木 銀 行2

3,292,100609,000田 沼 支 店足 利 銀 行3

3,110,910605,000本 店 営 業 部鹿沼相互信用金庫4

1,991,880506,830岡 本 支 店烏 山 信 用 金 庫5

7,929,579457,500本 店 営 業 部足 利 銀 行6

4,111,591429,000足 利 支 店足 利 銀 行7

2,761,300416,800小 山 支 店群 馬 銀 行8

4,399,515402,000佐 野 支 店足 利 銀 行9

4,438,000375,000佐 野 支 店群 馬 銀 行10

1,863,730366,000山 前 支 店足利小山信用金庫11
2,903,500355,000宇 都 宮 支 店大 東 銀 行12
2,890,500347,000真 岡 支 店足 利 銀 行13
2,186,763335,000雀 宮 支 店栃 木 銀 行14
2,759,610319,800今 市 支 店栃 木 銀 行15
2,223,200310,000西那須野支店足 利 銀 行16
2,660,807309,560大 田 原 支 店足 利 銀 行17
4,308,272309,500宇都宮東支店群 馬 銀 行18
1,762,700285,000テクノポリス支店栃 木 銀 行19
3,463,900283,000足 利 支 店群 馬 銀 行20
2,220,769277,500馬 場 町 支 店栃 木 銀 行21
3,946,000269,000陽 南 支 店栃 木 銀 行22
1,628,150267,300おもちゃのまち支店足 利 銀 行23
2,987,090257,000氏 家 支 店栃 木 銀 行24
2,833,300254,000宇 都 宮 支 店筑 波 銀 行25
2,493,050250,000矢 板 支 店足 利 銀 行26
3,162,400245,000栃 木 支 店足 利 銀 行27
1,752,500245,000宝 積 寺 支 店足 利 銀 行27
2,679,848238,000新 栃 木 支 店足 利 銀 行29
3,042,114237,000黒 磯 支 店栃 木 銀 行30
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保証債務残高群別令和3年2月保証承諾ベスト10

※金額または件数が同数（同順位）の場合、保証債務残高の大きい店舗から
　順に表記しています。

【保証債務残高15億円以上】
金　額店　　舗金　融　機　関順位

366,000山 前 支 店足利小山信用金庫1
267,300おもちゃのまち支店足 利 銀 行2
216,000東 支 店足 利 銀 行3
213,000粟 野 支 店足 利 銀 行4
201,500真 岡 西 支 店栃 木 銀 行5
185,000楡 木 支 店足 利 銀 行6
177,500中 央 市 場 支 店足 利 銀 行7
177,500佐 野 南 支 店足 利 銀 行7
175,000宇 都 宮 支 店東 邦 銀 行9
163,700若 草 支 店栃 木 銀 行10

件　数店　　舗金　融　機　関順位

15本 店 営 業 部佐 野 信 用 金 庫1
12上 三 川 支 店足 利 銀 行2
12山 前 支 店足利小山信用金庫2
12今 市 支 店鹿沼相互信用金庫2
12若 草 支 店栃 木 銀 行2
11助 戸 支 店足利小山信用金庫6
11石 橋 支 店足 利 銀 行6
11宇 都 宮 北 支 店栃 木 銀 行6
11氏 家 支 店烏 山 信 用 金 庫6
11真 岡 西 支 店栃 木 銀 行6
11佐 野 南 支 店足 利 銀 行6

（単位：千円） （単位：件）

【保証債務残高12億円以上】
金　額店　　舗金　融　機　関順位

163,000矢 板 支 店大田原信用金庫1
145,000駅 前 支 店鹿沼相互信用金庫2
135,000益 子 支 店真 岡 信 用 組 合3
129,000西 支 店鹿沼相互信用金庫4
116,000六 丁 目 支 店足 利 銀 行5
94,000芳 賀 支 店足 利 銀 行6
88,300茂 木 支 店足 利 銀 行7
85,000小 山 城 南 支 店結 城 信 用 金 庫8
81,000小 金 井 支 店足 利 銀 行9
80,000烏 山 支 店足 利 銀 行10
80,000藤 岡 支 店足 利 銀 行10

件　数店　　舗金　融　機　関順位

12矢 板 支 店大田原信用金庫1
9雀 宮 支 店栃 木 信 用 金 庫2
8宝 積 寺 支 店烏 山 信 用 金 庫3
8茂 木 支 店栃 木 銀 行3
7烏 山 支 店足 利 銀 行5
7小 山 城 南 支 店結 城 信 用 金 庫5
7石 井 町 支 店栃 木 銀 行5
7西 支 店鹿沼相互信用金庫5
6益 子 支 店真 岡 信 用 組 合9
6藤 岡 支 店足 利 銀 行9
6桜 通 り 支 店栃 木 信 用 金 庫9
6久 下 田 支 店足 利 銀 行9
6駅 前 支 店鹿沼相互信用金庫9

（単位：千円） （単位：件）

【保証債務残高25億円以上】
件　数店　　舗金　融　機　関順位

49岡 本 支 店烏 山 信 用 金 庫1
44本 店 営 業 部栃 木 銀 行2
33本 店 営 業 部鹿沼相互信用金庫3
27宇 都 宮 支 店群 馬 銀 行4
26本 店 営 業 部足 利 銀 行5
26田 沼 支 店足 利 銀 行5
22佐 野 支 店足 利 銀 行7
19小 山 支 店群 馬 銀 行8
19西 那 須 野 支 店足 利 銀 行8
18宇 都 宮 東 支 店群 馬 銀 行10
18大 田 原 支 店足 利 銀 行10
18今 市 支 店栃 木 銀 行10
18雀 宮 支 店栃 木 銀 行10
18宇 都 宮 支 店大 東 銀 行10

（単位：千円）

金　額店　　舗金　融　機　関順位

715,000宇 都 宮 支 店群 馬 銀 行1
710,100本 店 営 業 部栃 木 銀 行2
609,000田 沼 支 店足 利 銀 行3
605,000本 店 営 業 部鹿沼相互信用金庫4
506,830岡 本 支 店烏 山 信 用 金 庫5
457,500本 店 営 業 部足 利 銀 行6
429,000足 利 支 店足 利 銀 行7
416,800小 山 支 店群 馬 銀 行8
402,000佐 野 支 店足 利 銀 行9
375,000佐 野 支 店群 馬 銀 行10

（単位：件）
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※金額または件数が同数（同順位）の場合、保証債務残高の大きい店舗から順に表記しています。

【保証債務残高9億円以上】
金　額店　　舗金　融　機　関順位

155,000真 岡 西 出 張 所足 利 銀 行1
117,100矢 板 支 店那 須 信 用 組 合2
112,000真 岡 支 店常 陽 銀 行3
105,000本 店 営 業 部真 岡 信 用 組 合4
91,500南 河 内 支 店足 利 銀 行5
91,000鹿 沼 支 店筑 波 銀 行6
85,000足 利 南 支 店東 和 銀 行7
85,000南 支 店足利小山信用金庫7
72,000東 支 店栃 木 信 用 金 庫9
71,500岩 舟 支 店足 利 銀 行10

件　数店　　舗金　融　機　関順位

11堀 米 支 店佐 野 信 用 金 庫1
9矢 板 支 店那 須 信 用 組 合2
7滝 谷 町 支 店栃 木 信 用 金 庫3
5足 利 南 支 店東 和 銀 行4
5南 支 店足利小山信用金庫4
5真 岡 西 出 張 所足 利 銀 行4
5本 店 営 業 部真 岡 信 用 組 合4
5芳 賀 支 店真 岡 信 用 組 合4
5岩 舟 支 店足 利 銀 行4
5東 支 店栃 木 信 用 金 庫4
5那 須 塩 原 支 店那 須 信 用 組 合4

（単位：千円） （単位：件）

【保証債務残高6億円以上】
金　額店　　舗金　融　機　関順位

129,000黒 磯 支 店白 河 信 用 金 庫1
125,000東 支 店鹿沼相互信用金庫2
94,000栃 木 支 店常 陽 銀 行3
83,500宇 都 宮 支 店山 形 銀 行4
73,000大 平 支 店足 利 銀 行5
60,000小 山 東 支 店常 陽 銀 行6
60,000都 賀 支 店足 利 銀 行6
55,000塩 谷 支 店足 利 銀 行8
53,000岩 舟 支 店栃 木 信 用 金 庫9
39,600赤 見 出 張 所足 利 銀 行10

件　数店　　舗金　融　機　関順位

7黒 磯 支 店白 河 信 用 金 庫1
5東 支 店鹿沼相互信用金庫2
5黒 羽 支 店烏 山 信 用 金 庫2
5葛 生 支 店佐 野 信 用 金 庫2
5大 平 支 店足 利 銀 行2
4平 松 支 店烏 山 信 用 金 庫6
4栃 木 支 店常 陽 銀 行6
4岩 舟 支 店栃 木 信 用 金 庫6
4大 田 原 支 店那 須 信 用 組 合6
4西 支 店佐 野 信 用 金 庫6
4赤 見 出 張 所足 利 銀 行6

（単位：千円） （単位：件）

（単位：件）【保証債務残高6億円未満】
金　額店　　舗金　融　機　関順位

62,000大田原南出張所足 利 銀 行1
60,000インターパーク支店足 利 銀 行2
60,000宇 都 宮 西 支 店栃 木 銀 行2
56,164小 山 北 出 張 所足 利 銀 行4
55,000足 尾 支 店足 利 銀 行5
33,500大 沢 出 張 所足 利 銀 行6
30,000久 下 田 支 店常 陽 銀 行7
26,000筑 西 支 店筑 波 銀 行8
24,100茂 木 支 店烏 山 信 用 金 庫9
20,000市 貝 支 店足 利 銀 行10
20,000太 田 支 店東 和 銀 行10
20,000白 河 支 店常 陽 銀 行10
20,000大 金 支 店烏 山 信 用 金 庫10

件　数店　　舗金　融　機　関順位

6茂 木 支 店烏 山 信 用 金 庫1
5小 山 北 出 張 所足 利 銀 行2
3大 沢 出 張 所足 利 銀 行3
3野 木 支 店足利小山信用金庫3
3大田原南出張所足 利 銀 行3
3筑 西 支 店筑 波 銀 行3
3壬 生 支 店栃 木 信 用 金 庫3
2都 賀 支 店栃 木 信 用 金 庫8
2インターパーク支店足 利 銀 行8
2足 尾 支 店足 利 銀 行8

（単位：千円）

※本誌中の金額及び構成比は四捨五入等により合計と一致しない場合があります。
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表紙絵（絵画） 高津戸 優那さん〔茂木中 2年（受賞当時）〕
たか つ ど ゆ な

 栃木県信用保証協会では、SDGsに資する取り組みを積極的に推進しています。その一環として「下野教育美術展」に協賛
し、同美術展で優秀な成績を収めた作品を表紙に掲載しています。

本   所

〒320-8618 宇都宮市中央3丁目1番4号
　　　　　　　栃木県産業会館

お問い合わせ
総 務 課
企 画 課
デ ジ タ ル 推 進 班
保 証 一 課
保 証 二 課
保 証 統 括 課
企 業 支 援 課
調 整 課
管 理 一 課
管 理 二 課
管 理 事 務 課
経 営 ア シ スト 室

TEL .028 -635 -2121
TEL .028 -635 -2121
TEL .028 -610 -0075
TEL .028 -635 -8883
TEL .028 -635 -8884
TEL .028 -635 -8885
TEL .028 -635 -2195
TEL .028 -635 -8886
TEL .028 -635 -2122
TEL .028 -635 -2122
TEL .028 -635 -2122
TEL .028 -689 -9191

県  庁

市役所

二荒山神社

大通り

オリオン通り

南大通り

平成通り

至東京

NHK

駐車場

東武
宇都宮駅

至
水
戸

J
R
宇
都
宮
駅

至
鹿
沼
I.C

至
大
谷

P

栃木県産業会館

足利支所

〒326-0821 足利市南町4254番地1
　　　　　　　ニューミヤコホテル足利本館

お問い合わせ
業 務 課 TEL .0284 -70 -6339

足利学校

JR足利駅

至
桐
生

R
2
9
3

田
中
橋

中
橋

至
桐
生

東武足利市駅

R50

渡良瀬川

ニューミヤコホテル
足利本館

至
佐
野

至
佐
野

P
駐車場


